介護付有料老人ホーム
（地域密着型特定施設入居者生活介護）

悠悠みらい
利用契約書・重要事項説明書
株式会社ハートライフケア
（地域密着型特定施設入居者生活介護利用契約書）

（１）重要事項説明書の交付日

	重要事項説明書交付日
	　　　　年　　　　月　　　　日


（２）

契約期間
	契約期間
	　　　年　　　　月　　　　日から契約終了日まで


利用者及び保証人と、株式会社ハートライフケア（以下「事業者」とする）とは、利用者が事業者の経営する施設に入居し、事業者の提供する地域密着型特定施設入居者生活介護サービスを受けること（以下、これらを総称して「サービス」とする）について、本契約を締結します。
I. 第1条

（契約の目的）
第1条 事業者は、地域密着型特定施設入居者介護に関する介護保険関係法令と
　本契約の各条項にしたがい、適正なサービスを提供し、利用者は事業者に
対しそのサービスに対する料金を支払います。
（施設概要）
第2条 利用者が入居し、サービスを受ける施設の名称、住所、設備の概要は下記の
とおりです。
1 名称


悠悠みらい
2 住所


神奈川県平塚市入野70
3 建物構造


軽量鉄骨造　2階建て
4 土地建物の所有形態
土地・建物ともに事業主体非所有
5 居室・定員数

28部屋、定員28人（各全室個室）

6 施設の類型


介護付き有料老人ホーム
（地域密着型特定施設入居者生活介護）
7 居住の権利形態

利用権方式
8 介護に係る人員体制
３：１以上
（重要事項説明書）
第3条 利用者は、事業者から頭書（１）記載の日に、サービスにかかる重要事項説明
書の交付を受け、事業者からの説明を受けた後、これに同意したので、事業
者との間に本契約を締結します。
（契約期間）
第４条　　利用者が、本契約に基づき、本施設においてサービスの提供を受ける期間
は、頭書（２）記載のとおりです。
（保証人）
第５条　　保証人は、事業者に対して、利用者の事業者に対する本契約に基づくすべての債務について利用者と連携して保証することを約束します。
2　　利用者に意思能力の不存在その他の事由があって、これにより本契約の効
力が左右される場合、本契約は保証人と事業者との間で、事業者が本件サ
ービスを利用者に対して提供することを目的とする契約として成立し存続し
ます。
3　　前項の事由により、利用者が本契約に基づき債務を負担しないと解される場
合であっても、保証人は本契約に基づく利用料その他の債務を本契約に定
めるところに従い、事業者に支払う義務を負います。
4　　本契約が終了するとき、保証人は利用者の身柄を引き取ります。
5　　保証人において、本契約上の保証人としての義務の履行が不可能または著
しく支障をきたす事由が生じた場合、利用者は新たな保証人を選定し、事業
者に通知しなければなりません。事業者は新たな保証人の選定に合意した
場合、書面にて保証人の変更を確認します。
（利用基準）
第6条 　利用者が次の各号すべてに適合する場合、当施設を利用できます。
1 要介護認定を受けた介護被保険者
2 介護の必要性のある方
3 自傷他害の恐れがないこと
4 医療処置が常に必要でないこと
5 医師の指示により入居困難でないこと
6 本契約に定める事を承認し、運営方針に賛同できること
7 契約時に利用者の住所が平塚市であること
（特定施設サービス計画の作成）
第７条　　事業者は、利用者の心身の状況、環境、意思を確認し、利用者および保証
人と計画作成担当者と協議し、援助目標を定めた具体的なサービス内容を
記載した特定施設サービス計画を作成する。
2　　事業者は、特定施設サービス計画作成後においても、その状況を把握し、
必要に応じて特定施設サービス計画を変更できる。
3　　利用者は、事業者に対し、いつでも個別援助計画の内容を変更するよう申し
出ることができる。ただし、利用者及び他の利用者の不利益となる場合をの
ぞき、利用者の希望に沿うように個別援助計画の変更を行う。
4　　事業者は、個別援助計画を作成、又は変更をした場合は、その介護計画を
利用者および保証人に対し、内容を説明する。
（サービスの内容および提供）
第8条　　本契約に基づき、事業者が利用者に対して提供するサービスの内容は下記
のとおりです。
①　居室の利用定められた居室及び各種共有スペースの提供
②　日常生活支援（居室及び共用部分の清掃・整理・ゴミの処理日常衣類
の洗濯、リネン交換などの生活支援）
③　食事の提供（１日３食及びお茶菓子、栄養管理）
④　介護（入浴・排泄・食事・移動・着脱衣・洗面等の介助　その他必要な見
守り）
⑤　健康管理（日常健康管理）
⑥　機能訓練（生活機能訓練の実施）
（サービス提供の記録）
第9条　　提供したサービス内容等に関する記録を作成し、本契約終了後5年間保管　　　　
します。
2　　利用者は、この契約の有効期間内及び前項の期間内、本施設において当
該利用者に関する前項の記録を閲覧出来る他、その写の交付を 受けること
ができます。
（医療への対応）
第10条　事業者は、利用者が病気または負傷により、治療、検査が必要と判断された　　
場合、利用者の主治医、または、協力医療機関において必要な治療が受け
られるよう支援します。
2　　事業者は、利用者の健康状態の変化が確認され、その状態に緊急がある場
合、消防署、医療機関へ連絡し、入院治療が受けられるようにします。
3　　事業者は、サービス供給体制の確保並びに、夜間緊急時の対応の為に協
力医療機関を定め連携に努めます。
（利用料金の支払い）
第11条　利用者は、事業者が利用者に行うサービスに対し、別紙「利用規定で定める　
利用料金」を支払います。
2　　事業者は、利用者が事業者に支払うべきサービスに要した費用について、
被保険者に代わり、保険者から直接支給を受けるよう請求し支払いをうけま
す。（以下法定代理受領という）
3　　事業者は、利用者に対し、毎月１０日までに請求します。
4　　利用者は、事業者に対し、前項の利用料をサービス提供月の翌月２７日に、
手続きされた金融機関より口座振替により引き落とされます。
5　　口座振替手続きが完了するまでの間、利用者は事業者に対し、前項利用料
をサービス提供月の翌月２７日までに、指定した金融機関口座に振り込みま
す。
6　　事業者は、利用者から利用料等の支払いを受けたときは、当該人に対し、領
収書を発行します。
7　　利用料金は、経済情勢の変動などにより、家族会の意見を聴取し、同意を
得た上で改定することがあります。
8　　利用者の住所を移転し、介護保険が利用出来なくなった場合の当該日数に
対して、介護保険報酬と同額を利用料金として請求します。
9　　有料サービスの対価については、別紙2「有料サービス一覧表」の通り
とします。
（法定代理受領以外の支払）
第12条　事業者は、利用者および事業者のやむを得ない理由により、サービスに対
する支払が法定代理受領に該当しない場合、全額利用者へ請求する。その
際償還払いが受領できるよう、サービス提供証明書を交付します。
（入居前の解約）
第13条　契約後入居までの間に解約の申し出があった場合、月額利用料、その他を
含め請求することはありません。
（利用者の負担）
第14条　利用者は、医療費、紙おむつの介護消耗品、化粧品衣類、クリーニング、理
容、美容、嗜好品等、専ら利用者の個人的利用、使用に係る費用を負担し
ます。また、これらの費用概要は別紙3「費用分担表」のとおりとします。
2　　利用者が、事業者、または、その設備、備品等を汚損、破損、滅失、その他
原状を変更した場合には、利用者によって原状に回復、または、対価を支
払って損害賠償します。
（利用料金の変更）
第15条　月額施設利用料及び有料サービスの単価については、事業者の所在する
地域の自治体が発表する消費者物価指数、及び、人件費などを勘案し、事
業の安定的継続の観点から家族会等の意向を聞いて同意を得た上で改定
する場合があります。
2　　介護保険給付費は介護保険の介護給付基準が変更される場合、それに応
じて変動します。
3　　家賃相当額、及び、介護保険給付費は消費税非課税です。それ以外の費
用には消費税が課税されます。消費税率改定になった場合は、改定の内容
及び法令等の定めに従い利用料も変更されます。
（委　託）
第16条　事業者は、以下の業者に業務委託します。
①　食材調達業務　　　　タイヘイ　株式会社　
②　リネンの洗濯業務　　小山　株式会社
（利用者の権利）
第17条　利用者は、事業者、又は、サービスに関して、以下の権利を有します。
①　個人のプライバシー、尊厳を維持できる
②　安全で衛生的な生活ができる
③　必要に応じて適切な医療を受けることについて、援助を受けられる
④　暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けない
⑤　その他いかなる差別を受けない
（居室の変更）
第18条　事業者は、利用者の介護に適した居室を選定します。
1 利用中であっても、現在の居室での適切な介護を実施できない恐れがある場合、事前に利用者及び保証人とご相談し、主治医の意見を聞き３０日以内の観察期間を設けた上で、事業者にて適切な居室に変更することができます。
（利用者の義務）
第19条　利用者は、以下の義務を負います。
①　利用者の能力、健康状態および嗜好等についての情報を正しく事業所
に対し提供すること
②　他の利用者、訪問者および事業者の職員の権利を不当に侵害しない事
③　事業者の提供するサービスに異議がある場合に、速やかに事業者へ知
らせること
④　国、県、市および区等から、介護保険法その他関係省令に基づく事業
者への立ち入り調査がある場合、利用者は、これに協力する
（契約の終了）
第20条　次の各号に該当する場合は、この契約を終了とする。
①　介護認定の変更・更新において、利用者の状態が要支援または自立と
認定された場合
②　利用者が死亡した場合
③　利用者が、第22条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了し
た場合
④　事業者が、第23条に基づき本契約の解除を予告し、予告期間を満了し
た場合
⑤　利用者が、病気治療等のために、２ヶ月以上にわたり不在となる場合
は、身体的精神的環境的状況において、随時、保証人を通して協議を
行う。
⑥　利用者の住所が平塚市から転出された場合
（住所地変更）
第21条　本サービスは、地域密着型特定施設入居者介護の条件によって、利用者住
所地が平塚市内に限定されます。平塚市からの転出があった場合、介護保
険給付が適用されません。
2　　前項による費用は、全額自己負担となります。
3　　全額自己負担額は、転出日を起算日として、算出します。
（利用者の契約解除）
第22条　利用者は、事業者に対し、いかなるときも30日の予告期間を置いて、この契
約を解除することができます。ただし、利用者は、申し出を起算日として、30
日間の家賃・管理費・水光熱費を負担します。
（事業者の契約解除）
第23条　次の各号の事由に該当する場合は、事業者は、利用者及び保証人に対し
て、理由を示した書面で通知するほか、説明協議を行い３ヶ月間の猶予、弁
明の機会を与え、事業者も次の移転先の確保に協力した上で契約を解除
することができます。
①　利用者が利用料の支払いを、支払日から1か月以上遅延し、利用料を
支払うよう催告したにもかかわらず、７日以内に支払われない場合
②　利用者の行動が、利用者自身または他の利用者あるいは事業者の従業
員の身体または生命に危害を及ぼす恐れがある場合、他の利用者に
対する介護に著しく悪影響を及ぼす場合、または、利用者が恒常的な
入院を要する状態になるなど、事業者において利用者に対する適切な
介護サービスの提供が困難であると合理的に判断される場合で、主治
医の意見を踏まえ、1ヶ月以内の観察期間を設けた場合
③　事業者を不在とする期間が連続して２か月を超え、事業者への復帰が
困難、あるいは利用者に復帰の意思がないと合理的に判断される場合
④　天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により、事業者が閉鎖また
は縮小する場合
⑤　利用者またはその家族が、事業者又はその従業員に対して、本契
約を継続しがたいほどの背任行為を行った場合
⑥　入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した
場合
⑦　サービス利用において、入居者に禁止又は制限をしている規定に違反
し是正しない場合
（退去時の援助及び費用負担）
第24条　利用者が退去をする場合、居宅介護支援事業所等、及び、関係医療保健福祉機関へ連絡調整を行います。また、円滑な退去ができるよう援助を行います。
2　　利用者は、契約終了日までに事業所を退去すると共に、直ちに事業所内
の利用者の私物を撤去し、その居室を明け渡さなければならない。
3　　本契約が終了し14日以内を経過しても、事業所内に利用者の私有物が
残置されている場合は、利用者、及び、保証人がその所有権を放棄したと
みなし、事業者で適宜処分することができます。この場合の処分に要した
費用は利用者の負担とします。
4　　退去時におけるハウスクリーニング等の諸費用は「退去時の清掃及び
現状復旧と費用についての同意書」によるものとします。
（ハラスメントに関する禁止行為）
第25条　利用者またはご家族は、施設職員及び外部サービス提供者の心身の安全
に留意し、施設職員及びサービス提供者に、過剰又は不合理な要求をして
はならない。
2　　利用者またはご家族は、他者によるハラスメント行為に加担してはならない。
　　　3　　当事業所は、利用者またはご家族によるハラスメント行為を見つけた場合書
面による抗議をし、改善が見られない場合は、第２3条に従い、契約解除を
行うことができる
　　　　　（具体的なハラスメント行為　例）
①　暴力行為（職員が回避したため危害を免れた場合を含む）
叩く、蹴る、つねる、ひっかく、唾を吐く、手を払いのけるなど

②　乱暴な言動と威嚇行為
大声を発する、怒鳴る、理不尽な要求の強要、嫌がらせなど
③　セクシャルハラスメント
必要もなく体を触る、手を握る、抱きつく、卑猥な言葉など

④　カスタマーハラスメント
大きな怒鳴り声、侮辱的発言、人格否定や名誉棄損、理不尽な要求に
ついて繰り返し電話等で問い合わせや面会を求めてくる等

⑤　その他　　　
連絡先等個人情報を何度も聞く・ストーカー行為等

（損害賠償）
第26条　本サービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により利用者の生
命、身体、財産に損害を及ぼし、法的な賠償責任を負う場合には利用者に
対してその損害を賠償します。事業者は、利用者に対するサービス提供に
あたって、利用者または家族への生命、身体、及び、財産に損害が生じた
場合、損害賠償を行います。ただし、利用者に重過失がある場合は、賠償
責任の免除または減額を協議できます。
2　　事業者は予期せぬ事故に備え損害賠償保険へ加入します。
（秘密保持）
第27条　事業者はサービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する
秘密を正当な理由なくして第三者に開示または漏洩しません。この守秘義
務は契約が終了した後も、同様の効力を有します。
2　　事業者は、「個人情報に関する同意書」により同意を得た上で、正当な理由
がある場合のみ、関係医療保健福祉機関等への情報提供ができます。
（緊急時の対応）
第28条　利用者の病状や急変、その他の事故が発生した時は速やかに保証人や利
用者家族に連絡を取ると共に、主治医に連絡するなど必要な措置を講じま
す。状況、処置などの記録を残し必要に応じて平塚市に報告します。
また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとします。

（苦情対応）
第29条　利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、平塚市、神
奈川県、国民健康保険連合会に対し、いつでも苦情を申し立てる事ができ
ます。
2　　事業者は、苦情対応の窓口責任者を明らかにするとともに、苦情の申し立て、又は相談があった場合、迅速且つ誠実に対応します。
3　　事業所は、利用者が苦情申し立てなどを行った理由として、何ら不利益な取り扱いをすることはいたしません。
（家族会）
第30条　本契約の履行に伴って生じる諸種の問題に対して、契約当事者の意見交換
の場として家族会を設置し、年１回定例会をまた必要に応じて臨時会を開催
します。家族会の構成員は利用者、保証人、事業所の管理者並びにその他
職員とします。
（運営推進会議）
第31条　提供しているサービス内容を明らかにし、利用者への密室でのサービスを防
止し、地域に開かれたサービスを行い、質を確保していくための会議としま
す。運営推進会議の構成員は利用者、保証人、地域代表者、町内会役員、
民生員、地域包括支援センーター職員の他、事業所の管理者並びにその
他職員とします。
（身体拘束廃止の事項）
第32条　衣類や綿入り帯等を使って、一時的に「介護を受ける高齢者等」の身体を拘
束すること、または、行動を抑制する等、下記の場合を除いて利用者の行動
を制限することはおこないません。
1 （切迫性）利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
2 （非代替性）他に代替する介護方法がない場合
3 （一時性）行動制限が一時的なものである場合
4 上記の場合、経過及び結果を記録すると共にご家族等への説明を行います
(看取り介護)
第33条　看取り介護は、医学的な見解から医師が回復の見込みがないと判断し、か
つ医療機関での対応の必要性が低いと判断した場合に実施されます。本人
の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めます。実施に
ついては、医師より状況を説明し、看護師・介護職員・介護支援専門員と連
携し看取り介護に関する計画を作成し、ご利用者の保証人等に同意を得て
実施します。
（管理規程）
第34条　事業者は、本契約に付随するものとしての「管理規程」を定め、入居者・事業
者共にこれを遵守するものとします。
2　　前項の管理規程は、本契約に別に定める事項のほか、当該各号の項目を含
んだものとします。
①　利用者の定員又は居室数
②　本契約に定める各種サービスの内容及びその費用負担の内訳
③　利用者が医療を要する場合の対応及び協力医療機関の名称及び
④　所在地、交通の便、診療科目及び具体的協力内容等
⑤　事故・災害並びに利用者の急病・負傷の場合の具体的対応方法、及び
定期的に行われる訓練等の内容
3　　管理規程は、本契約の趣旨に反しない範囲内で、事業者において改定する
ことができるものとします。この場合、事業者は、本契約第30条（家族会）に
定める家族会の意見を聴いたうえで行うものとします。
（契約以外の事項）
第35条　この契約に定めのない事項、及び疑義がある場合は、介護保険法、その他
法令の定めるところにより、利用者ならびに事業者が誠意を持って協議し処
理するものとする。
（裁判管轄）
第36条　本契約に関して当事者間に紛争が生じ、協議による解決が困難となった場
合、事業所の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることを、利
用者、保証人及び事業者はあらかじめ合意します。

以上の通り契約したので、本書2通を作成し、利用者及び保証人、事業者はそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有します。

（別紙1）　「利用規定で定める利用料金」
①共通費用


	家賃
	76,500円
	（非課税）

	食費
	53,000円
	（非課税）

	水光熱費
	21,500円
	（非課税）

	管理費
	30,500円
	（非課税）

	合計
	181,500円
	


②介護保険給付費（非課税）

	
	基本単位/各加算
	単位数
	10割負担
地域加算含×10.45
	一部負担
（1割）
	一部負担
（2割）
	一部負担（3割）
	備考

	日額
	要介護1
	546
	5,705円
	570円
	1,141円
	1,711円
	

	
	要介護2
	614
	6,416円
	641円
	1,283円
	1,924円
	

	
	要介護3
	685
	7,158円
	715円
	1,431円
	2,147円
	

	
	要介護4
	750
	7,837円
	793円
	1,567円
	2,351円
	

	
	要介護5
	820
	8,569円
	856円
	1,713円
	2,570円
	

	月額（３０日）
	要介護1
	16,380
	171,171円
	17,117円
	34,234円
	51,351円
	

	
	要介護2
	18,420
	192,489円
	19,248円
	38,497円
	57,746円
	

	
	要介護3
	20,550
	214,747円
	21,474円
	42,949円
	64,424円
	

	
	要介護4
	22,500
	235,125円
	23,512円
	47,025円
	70,537円
	

	
	要介護5
	24,600
	257,070円
	25,707円
	51,414円
	77,121円
	

	１か月あたり
	科学的介護推進体制加算
	40
	418円
	41円
	83円
	125円
	利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって情報その他のサービスを適切かつ有効に提供する為に必要な情報を活用する

	
	協力医療機関連携加算
	100
	1,045円
	104円
	209円
	313円
	協力医療機関との間で、利用者等の同意を得て、当該利用者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している

	
	口腔衛生管理体制加算
	30
	313円
	31円
	62円
	93円
	歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導をつき1回以上行うことにより算定される

	
	生産性向上推進体制加算Ⅱ
	10
	104円
	10円
	20円
	31円
	記録ソフトの導入による生産性の向上により算定される

	Ⅰ日あたり
	入居継続支援加算Ⅰ
	36
	376円
	37円
	75円
	112円
	下記の①もしくは②に適合し、かつ③および④のいづれにも適合することで算定される①たんの吸引等を必要とするものの占める割合が入居者の15％以上であること　②①かつ、常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めてること　③介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が６又はその端数を増すごとに１以上であること　④人員基準欠如に該当していないこと　


	
	入居継続支援加算Ⅱ
	22
	229円
	22円
	45円
	68円
	上記の割合が5％以上15％未満であること。


	
	夜間看護体制加算Ⅱ
	9
	94円
	9円
	18円
	28円
	常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定める。看護職員により利用者に対して24時間連絡が出来る体制であること。重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に対して当該指針の内容を説明し同意を得ていること

	
	口腔・栄養スクリーニング加算
	20
	209円
	20円
	41円
	62円
	利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合の加算（１回あたりの料金加算）

	
	退院退所時連携加算
	30
	313円
	31円
	62円
	93円
	病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から入所した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として1日につき所定単位数を加算する

	
	退去時情報提供加算
	250
	2,612円
	261円
	522円
	783円
	医療機関へ退所する利用者について、退所後の医療機関に対して利用者を紹介する際に、利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に利用者１人につき１回限り算定される料金加算

	
	若年性認知症利用者受入加算
	120
	1,254円
	125円
	250円
	376円
	若年性認知症の方に個別の担当者を決め、その者を中心にその方の特性やニーズに応じたサービス提供を行うことにより算定される

	
	看取り介護加算Ⅰ
	72
	752円
	75円
	150円
	225円
	看取り介護を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡日以前31日～45日以下

	
	看取り介護加算Ⅰ
	144
	1,504円
	150円
	300円
	451円
	看取り介護を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡日以前4日～30日以下

	
	看取り介護加算Ⅰ
	680
	7,106円
	710円
	1,421円
	2,131円
	看取り介護を行った場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡日以前2日～3日以下

	
	看取り介護加算Ⅰ
	1280
	13,376円
	1,337円
	2,675円
	4,012円
	看取り介護を行った場合　死亡日

	換算式
	処遇改善加算Ⅰ
	12.8％
	1ヶ月の所定単位数合計　×　12.8％

	
	
	
	


③一般的な1カ月（30日）当たりの負担総額
要介護認定の結果に応じて以下のようになります。

	30日の場合
	10割負担
	1割負担分
	2割負担者
	3割負担分

	要介護１
	211,110円
	21,111円
	42,222円
	63,333円

	要介護２
	235,166円
	23,517円
	47,033円
	70,550円

	要介護３
	260,267円
	26,027円
	52,053円
	78,080円

	要介護４
	283,257円
	28,326円
	56,651円
	84,977円

	要介護５
	308,013円
	30,801円
	61,603円
	92,404円


＊介護職員等処遇改善加算Ⅱを加算しています。



＊協力医療機関連携体制加算、科学的介護推進体制加算、口腔衛生管理体制加算、
　夜間看護体制加算、入居継続支援加算Ⅰ、生産性向上推進体制加算を加算しています。
（別紙2）「有料サービス一覧表」
	Ｎｏ
	項目
	内容／基準
	単価

	１
	ご家族等への食事提供
７日前までの申し込みが必要です
	朝食
	４００円

	
	
	昼食
	　　　　８００円

	
	
	夕食
	　　　　８００円

	
	
	おやつ
	　　　　１００円

	２
	通院介助／同行
※利用者の個別のご要望によって
医療機関への受診に同伴するもの
です
※救急搬送
に同行する場合等は無料です
※記録・報告の時間を含みます
※事前の申し込みが必要です
	１時間当たり　　　　　　３，３００円
※別途、往復の交通費の実費をご負担願います

	３
	外出時の同行
※事前の申し込みが必要です
	１時間当たり　　　　　　３，３００円
※別途、往復の交通費の実費をご負担願います

	４
	各種手続き代行
	１時間当たり　　　　　　３，３００円
※別途、往復の交通費の実費をご負担願います

	５
	買い物代行
	１時間当たり　　　　　　３，３００円
※別途、往復の交通費の実費をご負担願います

	６
	送迎

	片道（市内）　　　　　　１，０００円

	７
	リネン等のメンテナンス付リース
（フェイスタオル、バスタオル、
シーツ・寝具）
	１か月当たり　　　　　　５，０００円

	８
	週4回目以降の入浴介助
	１回当たり　　　　　　　　　５００円


＊上記１～２は利用者ご家族等に提供するもの、上記３～８はご利用者に提供するものです。
＊表記は、税別金額となります。
＊上記以外のご要望につきましては、個別相談とさせていただきます。

（別紙3）　「費用分担表」
	
	利用料に含まれるもの
	利用料に含まれないもの

	区分基準
	日常生活に必要な諸費用のうち、利利用者で共有される諸費用とし
て、ホームから一律に提供され
るもの
	日常生活に必要な諸費用のうち明ら
かに特定の個人によって使用、消費
されるもの
個人の嗜好性が強いもの


	分類
	内容・内訳
	利用料に

	
	
	含まれる
	含まれない

	水光熱費
	上下水道／電気／ガス
	○
	

	居室設備

	介護用ベッド
	○
	

	
	寝具
	○
	

	
	居室内カーテン
	○
	

	
	居室内テレビ
	
	○

	衣類・履物
	衣類・靴
	
	○

	
	スリッパ（個人用）
	
	○

	身だしなみ用品
	ティッシュペーパー　共用部
	○
	

	
	　　　　　　　　　　居室内
	
	○

	
	その他共用備品（爪切り、耳かき、
ドライヤー等）
	○
	

	洗面・入浴
トイレ関連用品
	共用部の手洗い、風呂、トイレ等用品
（紙タオル、石鹸、シャンプー、リンス、トイレットペーパー、消臭剤等）
	○
	

	
	歯磨き粉、歯ブラシ、入れ歯洗浄
剤等
	
	○

	介護／移動補助
関連用品
	紙おむつ等個人消費に係る費用
	
	○

	
	個人の希望に基づき用意する福祉
用具
	
	○


※上記区分基準に厳密に当てはまらないもの、性格が曖昧ものについては、個別に協議
　します。

	分　類
	内容・内訳
	利用料に

	
	
	含まれる
	含まれない

	洗　濯
	洗濯サービス　個人の日常衣類
	　　○
	

	
	シーツ、タオル、バスタオル等の
リネン
	　　
	　　○
メンテナンス

付リース

	
	特殊な処理が必要なクリーニング
	　　
	　　○

	清　掃
	居室内清掃
	　　○
	　　

	
	共用部清掃
	　　○
	　　

	医　療
	医療費
	　　
	　　○

	
	薬剤費
	　　
	　　○

	
	ホーム内で行う定期健康診断
	　　
	　　○

	
	ホーム内で行うインフルエンザ
予防接種
	　　○
	　　

	健康管理
	血圧計、体重計、体温計等
	　　○
	　　

	新聞雑誌
	　　　　　　　　　　共用
	　　○
	　　

	
	　　　　　　　　　　個人用
	　　
	　　○

	アクティビティー
	材料費等　　　　　　共用
	　　○
	　　

	
	　　　　　　　　　　個人選択
	　　
	　　○


重要事項説明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ 事業主体概要

	事業主体名
	株式会社　ハートライフケア

	代表者名
	代表取締役　藤井　克樹

	所在地
	神奈川県平塚市大神5-19-8

	電話番号／ＦＡＸ番号
	TEL　046-258-9211　／　FAX　046-258-9212

	ホームページアドレス
	https://hlcare.net/

	設立年月日
	平成15年6月19日

	直近の事業収支決算額※ 
	(収益)315,918,395円　(費用)311,730,242円　　　　　　(損益)4,188,153円

	会計監査人との契約
	　無 ・ 有（　　　　　　　）

	他の主な事業
	グループホーム、デイサービス、居宅支援、小規模多機型居宅介護


２　施設概要
	施設名
	悠悠みらい

	所在地
	神奈川県平塚市入野70

	施設の類型及び表示事項
	類型
	１ 介護付（一般型・外部サービス利用型）
２ 住宅型　　３ 健康型

	
	居住の権利形態
	１ 利用権方式　　　２ 建物賃貸借方式
３ 終身建物賃貸借方式

	
	入居時の要件
	１ 自立　　　２ 要介護　　３ 要支援・要介護
４ 自立・要支援・要介護

	
	（その他の条件）
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	介護保険
	１ 県指定介護保険特定施設
(番号　1492000169　指定年月日　平成24年9月1日　)

２ 介護保険在宅サービス利用可

	
	居室区分
	１ 全室個室（夫婦等居室含む）　２ 相部屋あり

	
	提携ホームの利用等
	無　・　有（　　　　　　　　　　　　）

	開設年月日
	平成24年9月1日

	管理者氏名
	青木　里絵

	電話番号／ＦＡＸ番号
	TEL　0463-37-2801／　FAX　0463-37-2811

	メールアドレス
	yuyu_mirai@globe.ocn.ne.jp

	交通の便
	平塚市北口発金田公民館行き　金田公民館下車徒歩1分

	ホームページアドレス
	https://hlcare.net/information/yuyu-mirai/

	建物・敷地概要
	権利形態　                  借家
(借家の場合の契約形態)　    通常借家契約
(借家の場合の契約期間)　　　平成24年7月29日～平成45年9月28日
(通常借家契約における自動更新条項の有無)　　 有
建物の構造　　　　　　　　　地上2階建 (耐火)
延床面積　　　　　　　    　975.16㎡（うち有料老人ホーム975.16㎡）
敷地面積　　　　　　　    　998.14㎡
建築年月日　　　            平成24年7月13日建築
改築年月日　　　            年　月　日改築　（未改築）
建築確認時の主要用途　　　　有料老人ホーム・その他(　　　　　 )

抵当権の設定　　　　　　　　　無　・　有

	居室概要
	居室総数　　28室　　　　定員　28人(一時介護室を除く)

	
	１　全室個室　　・　２　相部屋あり

	（内訳）
	
	定員
	トイレ
	浴室
	面積
	室数

	
	Aタイプ
	28人
	無
	無
	14.5㎡
	28室

	共用設備概要
	食堂
	有（1.2階・85.24㎡）

	
	浴室
	一般浴槽
	有（1.2階・19.56㎡）

	
	
	リフト浴
	無　

	
	
	ストレッチャー浴
	有（1.2階・19.56㎡）

	
	便所
	有（1.2階・　　　㎡）

	
	洗面設備
	有（1.2階・　　　㎡）

	
	医務室(健康管理室)
	有（１階・7.82㎡）

	
	談話室
	有（2階・　　　　㎡）

	
	面談室
	有（2階・16.38㎡）

	
	事務室
	有（1階・　　　　㎡）

	
	洗濯室
	有（1.2階・11.0㎡）

	
	汚物処理室
	有（1.2階・　　　㎡）

	
	看護・介護職員室
	有（1.2階・　　　㎡）

	
	機能訓練室
	有（ 1.2階・　　　㎡）
他の共用施設との兼用　有（食堂）

	
	健康・生きがい施設
	有（　　　階）

	
	緊急通報設備
	有

	
	エレベーター 
	有（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可　1基）

	
	居室のある区域の廊下幅
	（1.8 ｍ　～　1.8ｍ）

	消防設備概要
	消火器　　　 　　　　　　　　　有
	自動火災報知設備 　　　　　　　　　　有

	
	火災通報設備 　　　　　　　　　有
	スプリンクラー　 　　　　　　　　　　有

	
	防火管理者　 　　　　　　　　　有
	防災計画　　　　 　　　　　　　　　　有

	危険区域の指定状況
	１　無　

	
	２　有
	指定されている危険区域

	
	
	１　水害　・２　土砂災害・３　その他（　　　　）

	同一敷地内の併設施設又は事業所等の概要
	　併設施設なし


３　利用料概要
（１）料金プラン
	支払い方式
	前払い方式　　・　　月払い方式　　・　　選択方式

	敷　金
	なし　

	プラン名
	月額利用料
	
	（内　訳）

	
	
	家賃
	管理費
	介護費用
	食費
	光熱水費

	Aタイプ
	178,500円
	76,500円
	30,500円
	法定料金
	53,000円
	21,500円

	月額利用料の算定根拠
	家賃
	契約家賃1,500,000円×12ヶ月×20年÷19.6人÷240ヶ月＝76,530円

	
	管理費
	事務費、人件費、維持修繕費

	
	介護費用
	法定料金

	
	食費
	外注委託費1,493,100円／月　1,493,100円÷28人＝53,325円

	
	光熱水費
	稼働率70％で想定　500,000円÷19.6人＝25,510円

	前払金

	前払い金の算定根拠
	返還対象としない額
	なし

	
	償却開始日
	なし

	
	契約終了時の返還金の算定方法
	なし

	
	短期解約の返還金の算定方式
	なし

	
	返還期限
	なし

	
	保全措置
	なし

	
	その他留意事項
	無　・　有
	無の場合の理由（　敷金なし　）　


（２）月額利用料の取扱い
	支払日
	当月27日

	支払方法
	口座振替

	その他留意事項
	　毎月10日頃に請求書送付


（３）契約解約手続き
	事業主体から解約を求める場合
	協議を行い3カ月の猶予をもち、その場合も移転先を確保する。

	
	手続き（　書面　）

	
	解約予告期間（　3ヶ月　）

	入居者からの解約予告期間　

	30日前



（４）その他共通事項
	利用料の改定
	条件
	当ホームの所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費などを勘案する

	
	手続き方法
	家族会の意見を聞いて同意を得た上で改定する

	入院等による不在時における利用料金（月払い）の取り扱い
	１　減額なし（介護保険一部負担金・食費以外）

	消費税の対象外とする利用料等
	家賃

	体験入居の取扱い
	　　有
	期間
	3泊4日間

	
	
	費用
	8,800円/1日（税込）


４　サービスの内容
（１）全体の方針
	運営に関する方針
	お客様の「求めているもの」を追究し「悠悠みらい」で過ごせて良かったと感じてもらえる「満足感」のあるサービスを目指し、同時に従業員にとっても「悠悠みらい」で働き、お客様のお世話をできる喜びと感謝の気持ちを持てる人材を育て、知識・技術・介護の心を持った人材を広く輩出して参ります。

	サービスの提供内容の特色
	小規模な介護付き有料老人ホームならではの切れ目のないお世話を提供でき、お一人おひとりに密度の高い介護支援サービスを行うことが出来ます。

	サービス提供の状況※

	
	入浴、排せつ又は食事の介護
	有
	健康管理の供与
	有

	
	食事の提供
	有
	安否確認又は状況把握サービス
	有

	
	洗濯、掃除等の家事の供与
	有
	生活相談サービス
	有

	月額利用料に含まれるサービスの内容・頻度等
	管理費
	事務費、人件費、維持修繕費

	
	食費
	食材費、人件費

	
	その他
	

	業務の委託状況 
	有
	委託先　（　株式会社タイヘイ　）

	
	
	委託内容（　食材調達業務　）　

	
	
	委託先　（　小山株式会社　）

	
	
	委託内容（　リネンの洗濯業務　）　

	安否確認の方法・頻度等
	訪室して2時間に一度

	サービスの提供に伴う事故等が発生した場合の損害賠償保険等への加入
	有
	保険名（三井住友海上火災保険）


· 各サービスの詳細は別添１「介護サービス等の一覧表」を参照してください。
（２）介護を行う場所等
	要介護時(認知症を含む)に介護を行う場所
	介護用居室

	入居後に居室又は施設を住み替える場合
	１　一時介護室へ移る場合
２　別の居室へ住み替える場合
３　提携ホームへ住み替える場合

	
	判断基準･手続、追加費用の要否、居室利用権の取扱い等
	入居中であっても現在の居室での適切な介護を実施できない恐れがある場合、事前に入居者及び保証人と相談し、主治医の意見を聞き30日以内の観察期間を設けた上で事業者にて適切な居室に変更する場合があります。


（３）医療の提供状況等
	協力医療機関（又は嘱託医）の概要及び協力内容
	名　称
	ホリィマームクリニック平塚

	
	診療科目
	内科

	
	所在地
	神奈川県平塚市明石町10-3第一住建平塚ビル7Ｆ

	
	距離及び所要時間
	約5㎞、車で15分

	
	協力内容
	定期的及び緊急時の往診、看護指導、入院先の紹介

	協力歯科医療機関（又は嘱託医）の概要及び協力内容
	名　称
	つばめデンタルクリニック湘南

	
	所在地
	神奈川県藤沢市辻堂新町1-16-1青木ビル2Ｆ

	
	距離及び所要時間
	約15㎞、車で40分

	
	協力内容
	定期的往診、口腔ケア指導

	入居者が医療を要する場合の対応※
	1.疾病、負傷等により治療が必要となった場合には、利用者の意思を確認し、保証人の同意を得て協力医療機関、近隣の診療所などの受診に協力します。
2.入院治療を必要とする場合は、利用者の意思を確認し、保証人の同意を得て医師の判断、指示により近隣病院への入院に協力します。
3.当ホームではあくまで「人命尊重」の原則に従い緊急時対応を行います。ご家族に連絡が取れない場合、救急処置、緊急入院、手術等の医療処置をご家族からの指示を頂かないうちに及ぶことがあります。


＊入居者の意思確認、医師の判断、医療機関の選定、費用負担、長期に入院する場合の
対応等
５　職員体制
（１）職種別の職員数等　　　　　　　　　　　　(西暦　2025　年　4　月　1　日現在)

	
	職 員 数
	夜間勤務職員数
(17時～翌１０時)

（最少人数２名）
	備　　考
（兼務・委託等）

	
	常勤
	非常勤
	
	

	従業者の内訳
	管理者
	1
	
	
	生活相談員兼務

	
	生活相談員
	
	1
	
	

	
	介護職員
	8
	8
	20時～翌7時　2名
	

	
	看護職員
	1
	2
	
	機能訓練指導員兼務

	
	機能訓練指導員
	
	
	
	

	
	
	理学療法士
	
	
	
	

	
	
	作業療法士
	
	
	
	

	
	
	その他
	
	
	
	

	
	計画作成担当者
	
	1
	
	

	
	栄養士
	
	
	
	

	
	調理員
	
	8
	
	

	
	事務職員
	
	
	
	

	
	その他職員
	
	2
	
	

	　　合　　　計
	10
	22
	
	


（２）職員の状況
	管理者
	他の職務との兼務
	無　　・　　有

	
	資格等
	１　無

	
	
	２　有

	
	
	
	資格等の名称
	生活相談員・看護師

	
	看護職員
	介護職員
	生活相談員
	機能訓練
指導員
	計画作成
担当者

	
	常勤

	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤

	前年度1年間の
採用者数
	
	
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	前年度1年間の
退職者数
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	

	業務に従事した経験年数に応じた職員の人数
	1年未満
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1年以上
3年未満
	1
	1
	1
	2
	
	
	1
	1
	
	

	
	3年以上
5年未満
	
	1
	2
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	5年以上
10年未満
	
	
	2
	1
	
	1
	
	
	
	1

	
	10年以上
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	従業者の健康診断の実施状況
	１　あり　　　２　なし


（３）介護職員の保健福祉に係る資格取得状況　
	社会福祉士
	　　　 0人　
	介護職員実務者研修修了者
	　　　 1人　

	介護福祉士
	　　　9人　
	介護職員初任者研修修了者
	　　　 4人　

	介護支援専門員
	　　　2人　
	資格なし
	　　　 1人　


６　入居状況等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(2025年4月1日現在)

	入居者数及び定員
	　　　　　　　28人（定員　28人）

	入居者の状況
	　男　性　　　　4人　　　　女　性　　　　24人

	
	　自　立　　　　0人

	
	　要支援　　　　0人
	（内訳）　要支援１　　　　　人
要支援２　　　　　人


	
	　要介護　　　　28人
	（内訳）　要介護１　　0人
　　　　要介護２　　8人
　　　　要介護３　　8人
　　　　要介護４　　5人
　　　　要介護５　　7人

	平均年齢
	　　　　　90.6歳（男性　89.5歳、女性　91.7歳）


７　退去状況等
	前年度における退去者の状況
	退去先別の人数
	自宅等
	0　人

	
	
	社会福祉施設
	1　人

	
	
	医療機関
	0　人

	
	
	死亡者
	3　人

	
	
	その他
	0　人

	
	生前解約の状況
	施設側の申し出
	0　人

	
	
	
	なし

	
	
	入居者側の申し出
	1　人

	
	
	
	特養の順番待ちで特養へ転居



８　その他運営体制
	運営懇談会の実施状況
	１　無

	
	２　有
	１　代替措置あり　（コロナ対策の為、書面にて）

	
	
	２　代替措置なし

	高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録
	無　　 ・　 　有

	苦情解決の体制
（相談､責任者､連絡先、第三者機関の連絡先等） 
	悠悠みらい   : 0463-37-2801
苦情受付窓口：  管理者
本部事務所 : 046-258-9211
苦情解決責任者：海谷　和義
平塚市介護保険課：0463-21-8790
神奈川県福祉こどもみらい局福祉部高齢福祉課　
保健・居住施設グループ：045-210-1111
国民健康保険連合会：045-329-3447

	事故発生時の対応
（医療機関等との連携、家族等への連絡方法・説明等）
	利用者の病状や急変、その他の事故が発生した時は速やかに保証人や利用者家族に連絡を取ると共に主治医に連絡するなど必要な措置を講じます。また、状況、処置などの記録を残し、必要に応じて平塚市に報告をします。

	身体的拘束等の適正化に向けての取り組み

	1，当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者・ご家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げことに留意して、必要最小限の範囲で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録します
下記の場合を除いて利用者の行動を制限することはおこないません。
①切迫性 利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
② 非代替性 他に代替する介護方法がない。

③ 一時性 行動制限が一時的なものである。
上記の場合、経過及び結果を記録すると共にご家族等への説明を行います。
2，身体的拘束等の適正化を図るための指針を整備し、身体的拘束等の適正化対策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催するとともに、介護職員その他の従業者に周知徹底を図り、定期的に研修を実施します。

	高齢者虐待防止の推進
	事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①事業所における虐待防止のための指針を整備し、虐待防止に関する責任者の選定を行い、虐待防止委員会を設置します。また、概ね6ケ月に1回以上開催する事とします。
【虐待防止に関する責任者：管理者】
②従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。それらの研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。
③従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
④サービス提供中に、当施設の従業者または養護者（家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

	業務継続計画の策定について
	1，感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する生活の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務計画に従って必要な措置を講じます。
2，従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

3，定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

	感染症防止対策
	事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対
策を検討する委員会をおおむね６ケ月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年２回以上実施する

	非常災害対策
	事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の
災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火
気・消防等についての責任者を定め、年２回定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行うものとする。また、訓練の実施
に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める
ものとする。

	生活保護受給者の受入れ対応
	否　　・　　可

	身元引受人の条件及び義務等
	1，事業者に対して、利用者の事業者に対する本契約に基づくすべての債務について利用者と連携して保証することを約束します。
2.利用者に意思能力の（不存在）その他の事由があって、これにより本契約の効力が左右される場合、本契約は保証人と事業者との間で事業者が本件サービスを利用者に対して提供することを目的とする契約として成立し存続します。
3.前項の事由により、利用者が本契約に基づき債務を負担しないと解される場合であっても、保証人は本契約に基づく利用料その他の債務を本契約に定めるところに従い事業者に支払う義務を負います。
4.本契約が終了する時、保証人は利用者の身柄を引き取ります。
5.保証人において、本契約上の保証人としての義務の履行が不可能または著しく支障をきたす事由が生じた場合、利用者は新たな保証人を選定し、事業者に通知しなければなりません。事業者は新たな保証人の選定に合意した場合、書面にて保証人の変更を確認します。

	公益社団法人全国有料老人ホーム協会及び同協会の入居者生活保証制度への加入状況
	協 会 へ の 加 入
	無 　・　 有　　　　　　　　　　　（全国介護付きホーム協会加入）

	
	入居者基金への加入
	無 　・　 有


	利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
	　　無　・　　有

	
	２　有
	実施日
	令和2年3月31日

	
	
	結果の開示
	無　・　有

	第三者による評価の実施状況
	１　無

	
	２　有
	実施日
	令和元年11月20日

	
	
	評価機関名称
	株式会社かながわＳＷＣ

	
	
	結果の開示
	無　・　有

	看取りの対応
	無　・　有


９　情報開示
	入居希望者等への情報開示
	重要事項説明書の公開
	１ 公　開（ 閲覧 ・ 写し交付 ） 　２ 非公開

	
	入居契約書の公開
	１ 公　開（ 閲覧 ・ 写し交付 ） 　２ 非公開

	
	管理規程の公開
	１ 公　開（ 閲覧 ・ 写し交付 ） 　２ 非公開

	
	財務諸表の公開
	１ 公　開（ 閲覧 ・ 写し交付 ） 　２ 非公開

	
	事業収支計画の公開
	１ 公　開（ 閲覧 ・ 写し交付 ） 　２ 非公開


添付書類：別添１「介護サービス等の一覧表」
　　　　　別添２「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針　適合表」
別添３「介護保険サービスに関する給付体制等の一覧表」（介護付の場合のみ）
別添４「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ）
　　　

神奈川県平塚市大神5-19-8
株式会社ハートライフケア
代表取締役　　藤井　克樹　　印
（説明同意日）　西暦　　　　　年　　　月　　　日
説明者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
契約の締結にあたり、利用契約書、重要事項説明書、同意書による利用料の詳細な支払い方法等を含め説明を受け同意いたしました。
（利用者）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
（保証人）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
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